
広
島
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病
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事
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管
理
規
程
第
四
号 

 
広
島
県
病
院
事
業
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
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六
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理
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広
島
県
病
院
事
業
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

広
島
県
病
院
事
業
職
員
給
与
規
程
（
平
成
二
十
一
年
広
島
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
八
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
） 

指
定
職
給
料
表 

 

号
給 

給

料

月

額 

一 

七
二
〇
、
〇
〇
〇
円

二 

七
七
六
、
〇
〇
〇
円

三 

八
三
四
、
〇
〇
〇
円

四 

九
一
二
、
〇
〇
〇
円

 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

    


